
    一般財団法人 高雄病院 介護医療院 優都ぴあ 重要事項説明書 

                                             2026.6.1 

 

1．一般財団法人 高雄病院 介護医療院 優都ぴあは京都府知事の指定を受けた介護保険適用の入所施設

です。 

 

                       指定事業所番号 26B0700035 

 

  所在地   〒616－8265 

京都市右京区梅ケ畑畑町 3         TEL075－871－0245 

                            FAX075－861－8340 

    

2．介護医療院の目的と運営方針 

  （目的） 

 要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、 施設サービス計画に基づい

て、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練、その他必要な医療並びに日常生

活上の世話を行うことを目的とします。 

  〈運営方針〉 

  ①入所者の要介護状態の軽減、悪化防止の為、カンフアレンスを行い入所者の心身の状況にあった

療養を妥当適切に行います。 

  ②入所者へのサービスは施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮し

て行います。 

  ③従事者はサービス提供に当たり懇切丁寧を旨とし、入所者及びその家族に対し、療養上必要な事

項について理解しやすいように指導又は説明を行います。 

  ④当施設はサービス提供に当たり入所者又は他の入所者の生命、身体を保護する為に緊急やむを得

ない場合を除き、身体拘束、その他入所者の行動を制限する行為は行いません。 

  ⑤当施設は自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図ります。 

  ⑥事業所は、介護保険法その他の法令、「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及 

び運営の基準等に関する条例（平成 25年 1月 9日京都市条例第 39号）」等に定める内容を遵守

し、事業を実施するものとする。 

 

3．施設の職員体制及びその業務内容 

資格 人数 業務内容 

常勤 非常勤 

管理者 1  名 0  名 職員の指導・監督及びサービス提供の状況の把握と管理 

医師 2  名 1  名 入所者の病状・身体状況の把握とその医学的対応 

看護職員 

 

看護師 8  名 4   名 自立支援の観点から入所者の病状・心身の状況の把握に努め必要

な看護を行う 准看護師 1  名 3  名 

理学療法士・作業療法

士 
1  名 1  名 日常生活の自立を助けるため必要なリハビリ等を行う 

介護職員 1 0 名 3  名 日常生活上の世話等の介護を行う。 

介護支援専門員 1  名 2  名 サービス担当者と協議の上、施設サービス計画の原案を作成する 

管理栄養士 3   名 0  名 適切な栄養量・内容の食事提供が行える様管理する 

薬剤師 2   名 1   名 投薬・注射等の薬剤の調剤と副作用等の薬学的管理を行う 

 

 

 

 



4．入所定員等  3階病棟    定員 53名 

        ・個室 1室  ・2人室 3室  ・3人室 2室  ・4人室 10室 

 

5．サービス内容 

① 施設サービス計画の立案 

② 食事の提供 

③ 入浴（一般浴槽及び介助を要する入所者には特別浴槽にて対応致します。） 

④ 医学的管理・看護 

⑤ 介護 

⑥ 機能訓練 

⑦ 医療・介護相談及び援助 

⑧ 行政手続きの代行 

⑨ その他（理容・洗濯等） 

※ これらのサービスの中には基本料金とは別に利用料金をいただくものもありますので具体的にご相

談下さい。 

 

6．利用料金 

 ①基本料金（介護保険制度では介護認定による要介護度によって利用料が異なります） 

    施設サービス費 1日当たりの負担金 

    

      

 

 

 

 

（施設サービス費・サービス提供体制強化加算・療養環境減算・処遇改善加算を含む） 

【上記に加算されるもの】 

    1割負担 2割負担 3割負担 

初期加算（新規入所後 30 日間）            （1日当たり） 32円 63円 94円 

若年性認知症患者受入加算 （1日当たり） 126円 251円 377円 

試行的退所サービス費 （1回当たり） 836円 1672 円 2508 円 

退所時栄養情報連携加算 （1日当たり） 74円 147円 220円 

退所前訪問指導加算 （1回当たり） 481円 962円 1443 円 

退所後訪問指導加算 （1回当たり） 481円 962円 1443 円 

退所時指導加算 （1回当たり） 418円 836円 1254 円 

退所時情報提供加算（Ⅰ） （1回当たり） 523円 1045 円 1568 円 

退所時情報提供加算（Ⅱ） （1回当たり） 262円 523円 784円 

退所前連携加算 （1回当たり） 523円 1045 円 1568 円 

訪問看護指示加算 （1回当たり） 314円 627円 941円 

口腔衛生管理加算(Ⅰ) （月 1回） 94円 188円 282円 

療養食加算 （1回当たり） 7円 13円 19円 

協力医療機関連携加算(Ⅰ) （月 1回） 53円 105円 157円 

高齢者施設等感染対策向上加算

（Ⅰ） 
（月 1回） 11円 21円 32円 

認知症行動・心理症状緊急対応 

加算 
（1日当たり） 209円 418円 627円 

緊急時施設診療費 （1回当たり） 542円 1083 円 1624 円 

感染対策指導管理 （1日当たり） 6円 12円 18円 

褥瘡対策指導管理                    （1日当たり） 6円 12円 18円 

医学情報提供                     （1回当たり） 220円 440円 660円 

 多床室 従来型個室 

 1割負担 2割負担 3割負担 1割負担 2割負担 3割負担 

要介護 1 874円 1748 円 2621 円 752円 1503 円 2254 円 

要介護 2 993円 1986 円 2979 円 872円 1743 円 2615 円 

要介護 3 1249 円 2498 円 3747 円 1130円 2260 円 3389 円 

要介護 4 1358 円 2715 円 4073 円 1238 円 2475 円 3712 円 

要介護 5 1457 円 2914 円 4371 円 1336 円 2671 円 4007 円 



理学療法（1月 10回まで） （1回当たり） 123円 246円 369円 

理学療法（1月 11回以上） （1回当たり） 73円 146円 219円 

 

②居住費・食費 1日当たりの負担金   

（居住費）     （食費） 

 個室   1728円      個室・多床室ともに         

   多床室  437円       1445円   

 

※特定入所者介護サービス費（第１段階～第３段階の方）の申請をされますと下記のとおりとなります。 

            （居住費）        （食費） 

・第１段階    個室  550円     個室・多床室ともに  

        多床室      0円       300円 

   ・第２段階    個室  550円     個室・多床室ともに  

           多床室  430円       390円 

   ・第３段階①   個室  1370円     個室・多床室ともに 

           多床室  430円       650円 

・第３段階②   個室  1370円     個室・多床室ともに 

           多床室  430円       1360円 

 

＊入所期間中に、外泊した期間の取扱については、介護保険給付の扱いに応じた料金になります。 

＊食費と居住費に係わる費用について、負担限度額認定を受けている場合は、認定証に記載している負

担限度額とします。 

＊その他 私費料金については別紙料金表を参照下さい。 

 

支払い方法 

 毎月 12日までに前月分の請求書を発行致しますのでその月の末日までに窓口にてお支払い下さい。 

 

7．入所施設利用に当たっての留意事項 

  入所生活上のルールや設備利用上の留意事項は別紙に定め“入所のしおり”を参照して頂きます。 

 

8．緊急時の対応 

  緊急時の対応や医療保険による医療行為が必要となった場合には、主治医が診察し、適切 な対応を

致します。入所者の心身の状態が急変した場合には、家族等の 緊急連絡先に出来るだけ早急に連絡

させて頂きます。 

 

9．事故発生時の対応について 

  事故が発生した場合には当院の事故発生マニュアルに従って迅速に対応し、家族の方への連絡等誠

意をもって対応致します。 また、損害賠償等の必要性が生じた時は保険会社等の連絡対応に誠意を

もって行います。 

 

10．サービス内容に関する苦情の受付について 

   サービス内容に関するご相談・苦情があればご遠慮なく三階詰所までご連絡下さい。 

  又苦情については当院以外の区役所の相談・苦情窓口や京都府国民健康保険団体連合会の苦情処

理窓口に苦情を申し出る事ができます。 

京都府国民健康保険団体連合会 介護保険課苦情相談担当    075-354-9090 

    右京区役所健康長寿推進課 高齢介護保険担当         075-861-1430  

   （またはお住まいの区役所） 

 



11．身体の拘束について 

   当院は原則として入所者に対して身体拘束を行いません。但し、自傷等の恐れがある場合等、緊急

やむを得ない場合は主治医又は施設管理者が判断し、身体拘束その他入所者の行動を制限する事を

行うことがあります。この場合には、当院の医師がその様態及びその時間、及びその際の入所者の

心身の状況等を療養録に記載する事とします。 

 

12．個人情報保護について 

  当院の職員は、業務上知り得た入所者又はその家族に関する個人情報を正当な理由なく第三者に漏

らしません。但し介護保険サービス利用のため市町村、居宅介護支援事業者、介護保険サービス事

業者等への必要な情報提供については入所者又はその家族から同意を得た上で行うこととします。 

 

13．非常災害対策について 

  非常災害用設備は常に有効に保持するよう努めるとともに、火災の発生、地震及びその他の災害が

発生した場合は、被害を最小限度に止めるため職員の防火・災害訓練を定期的に実施します。 

 

14.  虐待の防止に関する事項 

    事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じます。 

(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について 

従業者に周知徹底を図ります。 

(2) 虐待の防止のための指針を整備します。 

(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。 

(4) 前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。 

事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護す

る者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、市町村に通報いたしま 

す。 

 

同意書 

私は、一般財団法人 高雄病院 介護医療院 優都ぴあへ入所の際、職員よりこの重要事項説明書

に基づき説明を受けたことを確認し同意します。尚、この１通を受領しました。 

 

 

   年   月   日 

 

入 所 者    住 所                   

 

氏 名                   

 

 

代 理 人   住 所                   

 

氏 名                   

 

続 柄                   

 

電 話                   


